
 

 

京都市小学校生活科・総合的な学習教育研究会 会則 

 

第一条  本会は，京都市小学校教育研究会生活部 生活科・総合的な学習教育研究会 

（略称 京都市生活科・総合教育研究会）と称し，事務局を会長校に置く。 

 

第二条  本会は，京都市における生活科ならびに総合的な学習の教育振興をめざし，併せて

その指導力向上を図ることを目的とする。 

 

第三条  本会は，京都市立学校に在職する教員で，前項の目的に賛同した会員をもって組織

する。 

 

第四条  前項の目的を達成するため，次の事業を行う。 

    １．生活科・総合的な学習教育の本質及びそれに伴う理論研究 

    ２．生活科・総合的な学習教育の学習指導方法についての研究 

    ３．生活科・総合的な学習教育に関する講演会・研究発表会・研修会等の開催 

    ４．生活科・総合的な学習教育に関する研究調査の他，機関紙・広報紙等の発行 

    ５．その他，この会の目的達成に必要と認められる事業 

 

第五条  本会に次の役員，委員，会計監査を置き，任期は１ヵ年とする。ただし，再選は妨

げない。 

    １．役    員   会長 １名   副会長 若干名  総務 若干名 

    ２．研究企画委員   その年度の活動に必要な人数 

    ３．会 計 監 査   ２名 

 

第六条  この会の役員，委員，会計監査の任務は，次の通りとする。 

    １．会長はこの会の代表者で，会務を統括する。 

    ２．副会長は会長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代行する。 

    ３．総務は会長の会務遂行に協力するとともに，本会の運営に参画する。 

    ４．研究企画委員は，会長の委嘱を受け研究活動を行う。 

    ５．会計監査は，その年度の会計を監査する。 

 

第七条  役員，委員，会計監査の選出は，次の方法による。 

    １．会長は，役員会において推挙し，総会で承認を得る。 

    ２．副会長・総務は役員会において推挙し，会長が委嘱する。 

    ３．研究企画委員は，役員会において推挙し，会長が委嘱する。 

    ４．会計監査は，研究企画委員会において推挙し，総会で承認を得る。 

 

第八条  本会に，相談役，顧問を若干名置くことができ，役員会において推挙し，会長が委

嘱する。相談役，顧問は会長の諮問に応える。 



 

 

第九条  本会に，研究部，研修部，事務局の３部を置き，各部の部長（事務局長）及び副部

長（次長）は研究企画委員会を構成する。 

    １．研究部は，生活科１年部・生活科２年部・総合部の３部で構成する。研究部長は，

３部の部長が兼任してもよい。 

    (1) 生活科１年部   部長１名・副部長４名・本部研究員，総務若干名 

    (2) 生活科２年部   部長１名・副部長４名・本部研究員，総務若干名 

    (3) 総合的な学習部  部長１名・副部長４名・本部研究員，総務若干名 

    ２．研修部は次の５つの部で構成し，各部の部長より研修部長１名を選出する。 

    (1) 連 携 部    部長１名・副部長若干名 

    (2) 調査研修部    部長１名・副部長若干名 

    (3) 評 価 部    部長１名・副部長若干名 

    (4) 人 権 部    部長１名・副部長若干名 

    ３．事務局は次の５つの部で構成し，各部の部長より事務局長１名を選出する。 

    (1) 庶 務 部    部長１名・副部長若干名 

    (2) 会 計 部    部長１名・副部長若干名 

    (3) 広 報 部    部長１名・副部長若干名 

    (4) 事 業 部    部長１名・副部長若干名 

    (5) ホームページ担当 部長１名・副部長若干名 

 

第十条  本会には，会長が特別に承認した会員を含めることができる。 

 

第十一条 本会の役員会，研究企画委員会・総会は次のように構成する。 

    １．役  員  会  会長・副会長及び総務 

    ２．研究企画委員会  役員・各部長・副部長の他，その都度会長が会務遂行に必要

と認めた者 

    ３．総     会  全会員 

 

第十二条 この会の経費は，助成金及びその他の収入を充てる。会計年度は，毎年４月１日 

から始まり，翌年の３月３１日で終わる。 

 

第十三条 この会の会則は，総会の決議により改正することができる。 

 

第十四条 本会則は，昭和５３年７月２２日から施行する。 

     本会則は，平成 ３年５月２２日から一部改正し施行する。 

     本会則は，平成 ５年５月２６日から一部改正し施行する。 

     本会則は，平成 ７年６月 ７日から一部改正し施行する。 

     本会則は，平成１１年６月 １日から一部改正し施行する。 

     本会則は，平成１３年６月 ７日から一部改正し施行する。 

     本会則は，平成１４年６月２５日から一部改正し施行する。 

     本会則は，平成１５年６月 ４日から一部改正し施行する。 

     本会則は，平成１６年６月 ２日から一部改正し施行する。 


